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【 手 続 補 正 １ 】
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 プ ロ セ ス フ ロ ー に お い て 上 流 側 の 第 １ の 処 理 部 か ら 被 処 理 基 板 を 受 け 取 る た め の 第 １ の
受 け 渡 し ユ ニ ッ ト と 、
　 プ ロ セ ス フ ロ ー に お い て 下 流 側 の 第 ２ の 処 理 部 へ 前 記 基 板 を 受 け 渡 す た め の 第 ２ の 受 け
渡 し ユ ニ ッ ト と 、
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト の そ れ ぞ れ の 上 お よ び ／ ま た は 下 に 多 段 に 配 置
さ れ る １ つ ま た は 複 数 の 処 理 ユ ニ ッ ト と 、
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト な ら び に 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 間 で 前 記 基 板 を 搬
送 す る 搬 送 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト 内 で 前 記 第 １ の 処 理 部 よ り 搬 入 さ れ た 前 記 基 板 を 水 平 面 内
で 第 １ の 基 準 位 置 に 位 置 合 わ せ す る 第 １ の 位 置 決 め 手 段 と
　 を 有 す る 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト 内 に 、 前 記 基 板 を ほ ぼ 水 平 に 載 せ て 搬 送 す る た め の 搬 送 体
を 前 記 第 １ の 処 理 部 か ら の 延 長 で 敷 設 し て な る 第 １ の 搬 送 路 と 、 前 記 第 １ の 搬 送 路 上 で 前
記 基 板 を 搬 送 す る た め に 前 記 搬 送 体 を 駆 動 す る 第 １ の 搬 送 駆 動 手 段 と を 設 け る 請 求 項 １ に
記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ の 位 置 決 め 手 段 が 、
　 前 記 第 １ の 処 理 部 よ り 前 記 基 板 が 搬 入 さ れ る 第 １ の 方 向 に お い て 前 記 基 板 の 相 対 向 す る
２ 辺 の 側 面 の 少 な く と も 一 方 を 押 圧 し て 前 記 第 １ の 基 準 位 置 で 両 側 か ら 挟 む 込 む 第 １ の 押
圧 部 と 、



　 前 記 第 １ の 方 向 と 直 交 す る 第 ２ の 方 向 に お い て 前 記 基 板 の 相 対 向 す る ２ 辺 の 側 面 の 少 な
く と も 一 方 を 押 圧 し て 前 記 第 １ の 基 準 位 置 で 両 側 か ら 挟 む 込 む 第 ２ の 押 圧 部 と
　 を 有 す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の 位 置 決 め 手 段 が 、
　 前 記 基 板 を ピ ン 先 端 で 支 持 す る た め の 複 数 の 第 １ の リ フ ト ピ ン と 、
　 前 記 第 １ の リ フ ト ピ ン を 昇 降 移 動 さ せ る た め の 第 １ の 昇 降 部 と
　 を 有 す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　
　
　

　 に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト 内 で 前 記 第 ２ の 処 理 部 へ 搬 出 す べ き 前 記 基 板 を 水 平 面 内 で
第 ２ の 基 準 位 置 に 位 置 合 わ せ す る 第 ２ の 位 置 決 め 手 段 を 有 す る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一
項 に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト 内 に 、 前 記 基 板 を ほ ぼ 水 平 に 載 せ て 搬 送 す る た め の 搬 送 体
を 前 記 第 ２ の 処 理 部 内 ま で 延 長 さ せ て 敷 設 し て な る 第 ２ の 搬 送 路 と 、 前 記 第 ２ の 搬 送 路 上
で 前 記 基 板 を 搬 送 す る た め に 前 記 搬 送 体 を 駆 動 す る 第 ２ の 搬 送 駆 動 手 段 と を 設 け る 請 求 項
６ に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 ２ の 位 置 決 め 手 段 が 、 前 記 第 ２ の 処 理 部 へ 前 記 基 板 が 搬 出 さ れ る 第 ３ の 方 向 と 直
交 す る 第 ４ の 方 向 に お い て 前 記 基 板 の 相 対 向 す る ２ 辺 の 側 面 の 少 な く と も 一 方 を 押 圧 し て
前 記 第 ２ の 基 準 位 置 で 両 側 か ら 挟 む 込 む 第 ３ の 押 圧 部 を 有 す る 請 求 項 ６ ま た は ７ に 記 載 の
処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 第 ２ の 位 置 決 め 手 段 が 、
　 前 記 基 板 を ピ ン 先 端 で 支 持 す る た め の 複 数 の 第 ２ の リ フ ト ピ ン と 、
　 前 記 第 ２ の リ フ ト ピ ン を 昇 降 移 動 さ せ る た め の 第 ２ の 昇 降 部 と
　 を 有 す る 請 求 項 ６ ～ ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　
　
　

　 に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 搬 送 手 段 が 、 垂 直 方 向 に 昇 降 可 能 な 昇 降 搬 送 体 と 、 前 記 昇 降 搬 送 体 上 で 垂 直 軸 の 回
り に 旋 回 可 能 な 旋 回 搬 送 体 と 、 前 記 旋 回 搬 送 体 上 で 前 記 基 板 を 支 持 し な が ら 水 平 面 内 で 前
後 方 向 に 伸 縮 可 能 な 搬 送 ア ー ム と を 含 む 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 処 理 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト が 、 前 記 基 板 に 対 し て 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の 処 理 部 の 処 理 に 付 随 す る
熱 的 な 処 理 を 施 す た め の 熱 処 理 ユ ニ ッ ト で あ る 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か に 記 載 の 処 理 シ
ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 １ の 処 理 部 が 、 前 記 第 １ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト 内 の 前 記 第 １ の 搬 送 路 と 連 続 す る 第
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前 記 第 １ の 位 置 決 め 手 段 が 、
前 記 基 板 を ピ ン 先 端 で 支 持 す る た め の 複 数 の 第 １ の リ フ ト ピ ン と 、
前 記 第 １ の リ フ ト ピ ン と 前 記 第 １ の 押 圧 部 と を 一 緒 に 昇 降 移 動 さ せ る た め の 第 １ の 昇 降

部 と
を 有 す る 請 求 項 ３

前 記 第 ２ の 位 置 決 め 手 段 が 、
前 記 基 板 を ピ ン 先 端 で 支 持 す る た め の 複 数 の 第 ２ の リ フ ト ピ ン と 、
前 記 第 ２ の リ フ ト ピ ン と 前 記 第 ３ の 押 圧 部 と を 一 緒 に 昇 降 移 動 さ せ る た め の 第 ２ の 昇 降

部 と
を 有 す る 請 求 項 ８



３ の 搬 送 路 上 で 前 記 基 板 に 第 １ の 液 処 理 を 施 す 請 求 項 ２ ～ １ ２ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 処
理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 第 ２ の 処 理 部 が 、 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト 内 の 前 記 第 ２ の 搬 送 路 と 連 続 す る 第
４ の 搬 送 路 上 で 前 記 基 板 に 第 ２ の 液 処 理 を 施 す 請 求 項 ７ ～ １ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 処
理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト を 前 記 第 １ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト か ら 水 平 方 向 に 離 間 さ せ て
配 置 す る 請 求 項 １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト を 前 記 第 １ の 受 け 渡 し ユ ニ ッ ト の 上 ま た は 下 に 重 ね て 配 置
す る 請 求 項 １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム 。
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